
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　事業実施の方針

２　事業の実施に関する事項

（１）　特定非営利活動に係る事業

(A) 実施日時 (D) 受益対象者の

(B) 実施場所 範囲

(C) 従事者の人数 (E) 人数

① ・ (A) 周年 (D)

(B) 全国50地域

(C) 18人 (E) 約220人

・ (A) 周年 (D)
(B) 被災地

20地域 (E) 約65人
(C) 17人

・ (A) 周年 (D)
(B) 被災地

20地域 (E) 約1,000人
(C) 34人

・ (A) 周年 (D)

(B) 被災地

15地域 (E) 約70人

(C) 2人

② ・ (A) 周年 (D) 漁業者

(B) 全国4地域 (E) 20人程度

(C) 2人

840,415

　資源水準に見合う漁業体制を構築するた
めの減船や資源管理を図るための漁獲対
象魚種等の転換を実施する漁業者の経営
等への影響を緩和し、資源の管理・回復及
び漁業生産構造の再編整備の円滑な推進
を図ることを目的とする「再編整備等推進
支援事業」の事業主体として、事業実施者
に対して必要な経費の助成を行う。

　漁業及び養殖業の収益性の向上等を目
的とする「漁業構造改革総合対策事業」の
事業主体として、事業実施者に対する必要
な経費の助成、指導等を行う。

事業費の金額
（単位：千円）

　東日本大震災により壊滅的な被害を受け
た漁業の復興支援を目的とする「漁業復興
支援事業」の事業主体として、事業実施者
に対する必要な経費の助成、指導等を行
う。

水産資源の保
護・増進に関す
る事業

325,534

被災地の漁業者
等

被災地の養殖業
者等

被災地の漁業者
等

　東日本大震災により被害を受けた漁業者
グループによる省エネ機器設備導入を推
進し、単なる復旧にとどまらない省エネに
優れた高収益・環境対応型漁業への転換
と迅速・効率的な漁業の再建を目的とする
「漁業経営体質強化機器設備導入支援事
業」の事業主体として、必要な経費の助成
等を行う。

第５期（平成２５年度)　事業計画書
2013（平成25）年４月１日から2014（平成26）年３月31日まで

特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構

漁業経営の安定
化に関する事業

(1)　生産構造が脆弱化している水産業の体質強化等を図るため、国の補助（基金）事業である「漁業構造改革総合対策事
業」、「再編整備等推進支援事業」及び 「有害生物漁業被害防止総合対策事業」の事業主体として、引き続き、これら事業の推
進に努める。

(2)　東日本大震災により甚大な被害を受けた水産業の復興に資するため、基金事業として前々年度に措置された「漁業・養殖
業復興支援事業」の事業主体として、引き続き関係機関・団体との連携、事業実施体制の強化を図るとともに、被災県関係者
への指導及び事業化の推進に努める。

(5)　常に、ホームページの充実とタイムリーな更新に努め、本機構の活動について水産関係者・団体をはじめ、広く国民一般
への広報に努める。

漁業者・養殖業
者等

　東日本大震災により壊滅的な被害を受け
た養殖業の復興支援を目的とする「養殖復
興支援事業」の事業主体として、事業実施
者に対して必要な経費の助成、指導等を
行う。

30,614,000

(4)　プロパー事業として、関係団体と連携のうえ、「水産業の発展」や「食育普及」に関するイベント等への参加・支援を行う。

(3)　また、公募が予定されている、平成25年度「漁業経営体質強化機器設備導入支援事業」に課題提案書を提出（応募）し、
上記「漁業・養殖業復興支援事業」とともに、被災地の水産業の一日も早い復興に資す。

25,490,000

事　　業　　内　　容
事業名

（定款に記載した事
業）

16,589,000
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(A) 実施日時 (D) 受益対象者の

(B) 実施場所 範囲

(C) 従事者の人数 (E) 人数

③ ・ (A) 周年 (D) 漁業者・漁協等

(B) (E) 約500人

(C) 12人

④ ・ (A) ３月 (D) 一般市民等

(B) 東京都内 (E) 100人

(C) 2人

⑤ ・ (A) 2月 (D)

(B) 東京都内

(C) 2人 (E) 100人

⑥ ・ ・ 随時 ・ 不特定多数

(75,453,071)

（２）　その他の事業

　　本年度の実施予定はない。

漁場環境の保全
に関する事業 全国(大型ｸﾗ

ｹﾞ)、北海道、青
森(ﾄﾄﾞ)、有明海・
周防灘(ﾅﾙﾄﾋﾞｴ
ｲ)、北海道・青
森・岩手(ｷﾀﾐｽﾞｸ
ﾗｹﾞ)、北海道・青
森(ｻﾞﾗﾎﾞﾔ)

関係団体等と連携・協力し、水産業・漁村
の振興・活性化等に向けた活動等に参画
する。

1,593,822

　大型クラゲ・トド・ナルトビエイ・ザラボヤ等
の有害生物による漁業被害の防止対策を
目的とする国の補助事業である「有害生物
漁業被害防止総合対策事業」の事業主体
として、事業実施者に対して必要な経費の
助成等を行う。

事業費の金額
（単位：千円）

「食」に関するイベント等への参画や協力を
通じ、魚食の普及推進に努める。

事業名
（定款に記載した事

業）
事　　業　　内　　容

0

100

水産業の発展に
関する事業

魚食を中心とし
た食育普及推進
事業

200

水産関係団体に
対し､連絡、助言
又は援助を行う
事業

水産関係者（団
体・機関）等

　ホームページの更なる充実を図り、本法
人の活動等のタイムリーな広報に努める。
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